
（
法
人
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。（

寄
附
金
の
損
金
不
算
入
）

（
寄
附
金
の
損
金
不
算
入
）

第
三
十
七
条

省

略

第
三
十
七
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
の
額
の
う
ち
に
、
公
共
法

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
の
額
の
う
ち
に
、
公
共
法

人
、
公
益
法
人
等
（
別
表
第
二
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
を
除

人
、
公
益
法
人
等
（
別
表
第
二
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立

く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人
の
う
ち
、
教
育
又
は
科
学
の
振
興
、
文
化
の
向
上
、
社
会
福
祉
へ
の
貢

さ
れ
た
法
人
の
う
ち
、
教
育
又
は
科
学
の
振
興
、
文
化
の
向
上
、
社
会
福
祉
へ
の
貢

献
そ
の
他
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対

献
そ
の
他
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対

す
る
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
寄
附
金
（
出
資
に
関
す
る

す
る
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
寄
附
金
（
前
項
各
号
に
規

業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
及
び
前
項
各
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に

定
す
る
寄
附
金
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
寄
附
金

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
（

の
額
の
合
計
額
（
当
該
合
計
額
が
当
該
事
業
年
度
終
了
の
時
の
資
本
金
等
の
額
又
は

当
該
合
計
額
が
当
該
事
業
年
度
終
了
の
時
の
資
本
金
等
の
額
又
は
当
該
事
業
年
度
の

当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

所
得
の
金
額
を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
超
え

し
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
）
は
、
第

る
場
合
に
は
、
当
該
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
）
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る

一
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
に
算
入
し
な
い
。
た
だ
し
、
公
益
法
人
等

寄
附
金
の
額
の
合
計
額
に
算
入
し
な
い
。
た
だ
し
、
公
益
法
人
等
が
支
出
し
た
寄
附

が
支
出
し
た
寄
附
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

金
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

公
益
法
人
等
が
そ
の
収
益
事
業
に
属
す
る
資
産
の
う
ち
か
ら
そ
の
収
益
事
業
以
外

５

公
益
法
人
等
が
そ
の
収
益
事
業
に
属
す
る
資
産
の
う
ち
か
ら
そ
の
収
益
事
業
以
外

の
事
業
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
（
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
に
あ
つ
て

の
事
業
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
（
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
収
益
事
業
に
属
す
る
資
産
の
う
ち
か
ら
そ
の
収
益
事
業
以
外
の
事
業
で
公

は
、
そ
の
収
益
事
業
に
属
す
る
資
産
の
う
ち
か
ら
そ
の
収
益
事
業
以
外
の
事
業
で
公

益
に
関
す
る
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
に
該
当
す
る
も
の
の
た
め
に
支
出
し

益
に
関
す
る
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
に
該
当
す
る
も
の
の
た
め
に
支
出
し

た
金
額
）
は
、
そ
の
収
益
事
業
に
係
る
寄
附
金
の
額
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
規
定

た
金
額
）
は
、
そ
の
収
益
事
業
に
係
る
寄
附
金
の
額
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
事
実
を
隠
蔽
し
、
又
は
仮
装
し
て
経
理
を
す
る
こ
と
に
よ

を
適
用
す
る
。

り
支
出
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６
～

省

略

６
～

同

上

12

12

（
工
事
負
担
金
で
取
得
し
た
固
定
資
産
等
の
圧
縮
額
の
損
金
算
入
）

（
工
事
負
担
金
で
取
得
し
た
固
定
資
産
等
の
圧
縮
額
の
損
金
算
入
）

第
四
十
五
条

次
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
内
国
法
人
（
清
算
中
の
も
の
を
除
く
。
以
下

第
四
十
五
条

同

上

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
各
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
事
業
に
必
要
な
施
設

を
設
け
る
た
め
電
気
、
ガ
ス
若
し
く
は
水
の
需
要
者
又
は
鉄
道
若
し
く
は
軌
道
の
利



用
者
そ
の
他
そ
の
施
設
に
よ
つ
て
便
益
を
受
け
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受

益
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
金
銭
又
は
資
材
の
交
付
を
受
け
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い

て
そ
の
金
銭
又
は
資
材
を
も
つ
て
そ
の
施
設
を
構
成
す
る
固
定
資
産
を
取
得
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
固
定
資
産
に
つ
き
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
金
銭
の
額
又
は
資
材

の
価
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
圧
縮
限
度
額
」
と
い
う
。
）

の
範
囲
内
で
そ
の
帳
簿
価
額
を
損
金
経
理
に
よ
り
減
額
し
、
又
は
そ
の
圧
縮
限
度
額

以
下
の
金
額
を
当
該
事
業
年
度
の
確
定
し
た
決
算
に
お
い
て
積
立
金
と
し
て
積
み
立

て
る
方
法
（
政
令
で
定
め
る
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
経
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
減

額
し
又
は
経
理
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の

計
算
上
、
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。

一

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
（

一

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
（

定
義
）
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
、
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
送
電
事
業
、

定
義
）
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
、
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
送
電
事
業
又

同
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
配
電
事
業
又
は
同
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
発

は
同
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
発
電
事
業

電
事
業

二

省

略

二

同

上

三

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
（
用
語
の
定

三

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
（
定
義
）
に

義
）
に
規
定
す
る
水
道
事
業

規
定
す
る
水
道
事
業

四
～
六

省

略

四
～
六

同

上

２
～
８

省

略

２
～
８

同

上

第
七
目
の
三

不
正
行
為
等
に
係
る
費
用
等

第
七
目
の
三

不
正
行
為
等
に
係
る
費
用
等

第
五
十
五
条

省

略

第
五
十
五
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

内
国
法
人
が
納
付
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
は
、
そ
の
内
国
法
人
の
各
事
業
年

４

同

上

度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
損
金
の
額
に
算
入
し
な
い
。

一
～
六

省

略

一
～
六

同

上

七

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
課
徴
金
及
び
延
滞
金

５

省

略

５

同

上

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
）

第
七
十
五
条
の
三

省

略

第
七
十
五
条
の
三

同

上



２

省

略

２

同

上

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
申
告
書
記
載
事
項

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
申
告
書
記
載
事
項

が
記
載
さ
れ
た
納
税
申
告
書
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
に
添
付
書
類
記
載
事
項
が
記
載
さ

が
記
載
さ
れ
た
納
税
申
告
書
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
に
添
付
書
類
記
載
事
項
が
記
載
さ

れ
た
添
付
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
（
こ
れ
に
基

れ
た
添
付
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
（
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
を
含
む
。
）
及
び
国
税
通
則
法
（
第
百
二
十
四
条
（
書
類
提
出
者
の
氏
名

づ
く
命
令
を
含
む
。
）
及
び
国
税
通
則
法
（
第
百
二
十
四
条
（
書
類
提
出
者
の
氏
名

、
住
所
及
び
番
号
の
記
載
）
を
除
く
。
）
の
規
定
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
令
の
規

、
住
所
及
び
番
号
の
記
載
等
）
を
除
く
。
）
の
規
定
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
令
の

定
を
適
用
す
る
。

規
定
を
適
用
す
る
。

４

省

略

４

同

上

５

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
税
通
則
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
名
称
及

５

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
税
通
則
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
名
称
及

び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
（
定
義

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
（
定
義

）
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
内
国
法
人

）
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
）
の
記
載
並
び
に
押
印
に
つ
い
て
は
、
第
一
項

は
、
国
税
通
則
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
記
載
に
代
え
て
、

の
内
国
法
人
は
、
国
税
通
則
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
記
載

財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

及
び
押
印
に
代
え
て
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
名
称
を
明
ら
か
に
す

ば
な
ら
な
い
。

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

省

略

６

同

上

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
）

第
八
十
一
条
の
二
十
四
の
二

省

略

第
八
十
一
条
の
二
十
四
の
二

同

上

２

省

略

２

同

上

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
申
告
書
記
載
事
項

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
同
項
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
申
告
書
記
載
事
項

が
記
載
さ
れ
た
納
税
申
告
書
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
に
添
付
書
類
記
載
事
項
が
記
載
さ

が
記
載
さ
れ
た
納
税
申
告
書
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
に
添
付
書
類
記
載
事
項
が
記
載
さ

れ
た
添
付
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
（
こ
れ
に
基

れ
た
添
付
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
（
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
を
含
む
。
）
及
び
国
税
通
則
法
（
第
百
二
十
四
条
（
書
類
提
出
者
の
氏
名

づ
く
命
令
を
含
む
。
）
及
び
国
税
通
則
法
（
第
百
二
十
四
条
（
書
類
提
出
者
の
氏
名

、
住
所
及
び
番
号
の
記
載
）
を
除
く
。
）
の
規
定
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
令
の
規

、
住
所
及
び
番
号
の
記
載
等
）
を
除
く
。
）
の
規
定
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
令
の

定
を
適
用
す
る
。

規
定
を
適
用
す
る
。

４

省

略

４

同

上

５

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
税
通
則
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
名
称
及

５

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
税
通
則
法
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
名
称
及

び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
）

等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
）

の
記
載
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
連
結
親
法
人
は
、
国
税
通
則
法
第
百
二
十
四
条
の

の
記
載
並
び
に
押
印
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
連
結
親
法
人
は
、
国
税
通
則
法
第
百

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
記
載
に
代
え
て
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
記
載
及
び
押
印
に
代
え
て
、
財
務
省
令
で

、
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
外
国
法
人
の
提
出
す
る
法
人
税
申
告
書
に
係
る
記
名
押
印
）

第
百
五
十
一
条

削
除

第
百
五
十
一
条

外
国
法
人
が
法
人
税
申
告
書
（
第
二
条
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
、

第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
四
号
（
定
義
）
に
掲
げ
る
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
申
告

書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
国
税
通
則
法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
後
段
（
書
類
提
出
者
の
氏
名
、
住
所

及
び
番
号
の
記
載
等
）
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
第
百
四
十
一
条
各
号
（
課
税
標

準
）
に
定
め
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
事
業
又
は
資
産
の
経
営
又
は
管
理
の
責
任
者

の
氏
名
を
当
該
法
人
税
申
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

外
国
法
人
が
法
人
税
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
国
税
通
則
法
第
百
二
十
四

条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
法
人
税
申
告
書

に
押
印
す
べ
き
者
は
、
第
百
四
十
一
条
各
号
に
定
め
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
事
業

又
は
資
産
の
経
営
又
は
管
理
の
責
任
者
と
す
る
。


